
１． 開  会

２． 議  事

１）規約について

２）物部川の現状と今後の見通しについて

３）水利使用状況について

４）渇水（節水）対策について

５）決定事項の確認について

６）記者発表（案）の確認について

７）その他

３． 閉  会
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物部川渇水調整協議会規約

（名 称）

第１条 本会は物部川渇水調整協議会（以下「協議会」という）と称する。

（目 的）

第２条 協議会は、物部川の渇水時における関係利水者間の水利使用の調整を円滑に行

い、もって合理的な水利使用の推進を図ることを目的とする。

（協議事項）

第３条 協議会は、渇水時における合理的な水利使用の推進を図るため、次の事項を協

議するものとする。

（１）水利使用の調整の時期及び方法に関すること。

（２）当該河川における水利使用の実態に関すること。

（３）合理的な水利用の方策に関すること。

（４）水利用上の水質に関すること。

（５）実施及び連絡体制の確立に関すること。

（６）その他合理的水利使用の推進を図るために必要な事項に関すること。

（組 織）

第４条 １．協議会は、別表第１の委員の欄に掲げるものによって組織する。

２．協議会に会長１名及び副会長１名を置きそれぞれ委員の互選によって、これ

を定める。

３．会長は協議会を代表し、会務を掌理する。

４．副会長は会長を助け、会長に事故がある時はその職務を代理する。

（会 議）

第５条 会議は会長が招集する。

（事 務 局）

第６条 １．協議会の事務を行うため事務局を置く。

２．事務局は四国地方整備局高知河川国道事務所に置く。

（そ の 他）

第７条 この規約の改正及びその他、協議会の運営に関し必要な事項は会長が会議に諮

って定める。
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附 則

この規約は、昭和５８年９月１６日から施行する。

昭和５８年９月１６日の物部川渇水調整協議会により下記の通り決定しました。

平成１３年４月２３日 一部改訂

平成１７年６月２４日 一部改訂

平成１９年１月１６日 一部改訂

平成１９年６月１３日 一部改訂

記

会 長

国土交通省高知河川国道事務所長

副 会 長

高知県土木部河川課長

別表第１ 物部川渇水調整協議会委員名簿
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